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第１１回美里町農業委員会定例総会 

 

１ 開 催 日 令和２年１１月２５日(水)午後１時３０分から午後２時５５分 

 

２ 開催場所 美里町役場南郷庁舎２階 多目的ホール 

 

３ 出席委員（１６名） 

   １番 小 野  保 裕   ２番 後藤 幸太郎   ３番 大 﨑  幸 信 

   ４番 我 妻  卓 美   ５番 古 内  世 紀   ６番 久 道  雄 悦 

   ７番 大 友  重 善   ８番 佐々木幸一郎   ９番 佐々木 裕一 

  １０番 遊 佐  恭 一  １１番 柴 山  真 二  １２番 尾 形   司 

  １３番 鈴 木  幸 博  １４番 福田 なほ子  １５番 邉 見  勝 寿 

  １６番 伊 藤  惠 子 

 

４  欠席委員（なし） 

 

５ 報告事項 

１．農家相談日について 

  ２．使用貸借権の合意解約について 

  ３．農地法第１８条第６項の規定による通知について（賃貸借権の合意解約） 

  ４．利用権設定の合意解約による通知について 

  ５．農用地の形状変更届出について 

  ６．非農地証明願について 

  ７．農地法第３条の規定による許可書の返戻について 

  ８．農地法第５条の規定による許可書の返戻について 

 

６ 議  事 

  第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の許可について 

  第２号議案 農用地利用集積計画書審議について 

  第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定について 

  第４号議案 農地転用事業計画変更承認申請について 

  第５号議案 農業委員会法改正５年後調査の実施について 

  第６号議案 第２次美里町総合計画・総合戦略（案）に対する意見について 

 

７ その他連絡・報告事項 

  １．令和２年１０月事業報告について 

  ２．令和２年１１月事業予定について 

  ３．その他 

 

８ 農業委員会事務局職員（１名） 

  事務局長 菊 地  和 則 
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９ 会議の概要 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

久道雄悦委員 

 

 

議長 

 

 

柴山真二委員 

 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまより令和２年第１１回美里町

農業委員会総会を開会いたします。 

 今月総会も、美里町新型コロナウイルス感染症対策本部の方針により、１

０月総会と同様、事務局の朗読は省略させていただきますので、よろしくご

理解とご協力のほどお願いいたします。 

 また、総会の冒頭での会長挨拶も省略しますので、重ねてご理解とご協力

のほどお願いいたします。 

 それでは、議事進行につきましては、美里町農業委員会会議規則第５条に

より、会長が議長となり議事を整理するとありますので、会長、よろしくお

願いします。 

 

 それでは、これより令和２年第１１回美里町農業委員会総会を開催いたし

ます。 

 

 本日の出席委員は１６名であります。農業委員会に関する法律第２７条第

３項の規定を満たしておりますので、総会は成立しております。 

 

 次第の３番、議事録署名委員の選任でございます。会議規則第１５条第１

項の規定により、議長よりお二人を指名いたします。３番大﨑幸信委員、４

番我妻卓美委員のお二人にお願いいたします。 

 

 それでは、報告事項に入ります。 

 農家相談日について、１１月５日と１１日２０日に農家相談を行っており

ますので、最初に１１月５日の担当委員より報告願います。 

 

 １１月５日木曜日に、伊藤会長、古内世紀委員、私久道の３人が担当しま

したが、相談者はございませんでした。以上であります。 

 

 ご苦労さまでした。 

 続きまして、１１月２０日の担当委員より報告願います。 

 

 １１月２０日金曜日、邉見職務代理、佐々木幸一郎委員、柴山の３名で対

応いたしましたて、相談件数は２件でした。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

我妻卓美委員 

 

 

 

 

 

 

 １件目は、●●●●●●●●●●の代表者と人事部長の２人が相談に見え

られました。相談事項につきましては、●●●地区の●●●●と●●●●地

区の●●●●で、●●●●●●●●●●という品種の●●の作付を行いたい

ということで、その候補に挙がった現地の詳細説明を行いました。 

 ２件目は●●地区の●●●さんという方で、●●●●のため農地を手放さ

なければならない状況となり、どのようにしたらよいかとのことで相談に見

えられ、関係当局と多分に話し合うよう勧めました。 

 以上でございます。 

 

 ご苦労さまでした。 

 続きまして、報告事項２番、使用貸借権の合意解約について、報告事項３

番、農地法第１８条第６項の規定による通知について、報告事項４番、利用

権設定の合意解約による通知について、既に皆様には総会資料をお配りして

おりますので、一読されたと思いますので、先ほどの事務局長の開会宣言の

中にもありましたように、美里町新型コロナウイルス感染症対策本部の方針

により、事務局の朗読は省略させていただきます。 

 なお、報告事項１番から報告事項３番について、不明な点があれば説明い

たします。 

ございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 ないようですので、続きまして、報告事項５番、農用地の形状変更届出に

ついて、報告事項２番、３番、４番同様、事務局による朗読は省略しますが、

１１月１２日に農地調査委員会において現地調査を実施しておりますので、

農地調査委員会の担当委員より調査結果についての報告をお願いいたします。 

 

 農地調査委員会は、今月から大﨑幸信委員と私我妻卓美が担当し、伊藤会

長、邉見職務代理者、事務局から髙橋次長の計５名により、１１月１２日に

現地調査を行いました。 

 農用地の形状変更届出についての意見ですが、番号１７については、現地

は●●地区の●●●に位置し、届出人の自宅の前にある●が、●●●として

使用されておりました。届出のあった農地では、既に数年前から●●の作付

けをしているとのことでした。また、現地調査では、届出の農地に用排水路



 4 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

我妻卓美委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

佐々木幸一郎委員 

がありませんでした。用排水路がないことを確認し、届出人宅の家族に確認

したところ、用水は用水路からポンプによる汲み上げで行い、排水は自然浸

透により行っているとのことでした。また、届出のあった農地の南側には宅

地と民家が直に接しているため、浸透水が民家に影響しないよう、用排水路

を確保するなど配慮していただくようお願いしてきました。 

 以上であります。 

 

 ご苦労さまでした。 

 農地調査委員会の報告が終了いたしましたので、不明な点があれば再度説

明いたします。ございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 ないようですので、続きまして、報告事項６番、非農地証明願について、

報告事項５番同様、事務局による朗読は省略しますが、１１月１２日に農地

調査委員会において現地調査を実施しておりますので、農地調査委員会の担

当委員より調査結果についての報告をお願いいたします。 

 

 非農地証明願についての意見について、番号９については、現地は●●●

地区の●●に位置しております。地目は田ですが、所有者の自宅前にあり、

物置が設置され長年庭として使用しているとのことでした。非農地化して２

０年以上経過していることから、現地調査終了後、速やかに証明書を発行す

るよう事務局に指示いたしました。 

 番号１０については、現地は●●●地区の●●●に位置しております。地

目は田ですが、所有者の亡き父の事業に伴う建設資材置場などとして使用さ

れていました。非農地化して２０年以上経過していることから、現地調査終

了後、速やかに証明書を発行するよう事務局に指示しました。 

 以上であります。 

 

 ご苦労さまでした。 

 農地調査委員会の報告が終了いたしましたので、不明な点があれば再度説

明いたします。ございませんか。 

 

 ８番佐々木です。番号１０についてですが、非農地化して２０年以上経過
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議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

佐々木幸一郎委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

しているということですが、これは今後どのような使い道を考えているか、

お聞きしたいと思います。 

 

 事務局、回答願います。 

 

 それでは、８番佐々木幸一郎委員の質問にお答えします。 

 番号１０の今後の使い道はどうなのかというご質問ですけれども、今回、

非農地証明につきましては、農地転用と違いまして、現地はもう農地ではな

いということの証明でございます。それで、今後どのように使うかにつきま

しては、農地から農地でないもの、雑種地か宅地になる見込みでございます

ので、まだその辺の部分については今検討中だという申請人からの意向がご

ざいますので、今後の使い道につきましては、現時点ではまだ未定でござい

ます。今回は非農地証明の証明を出すという部分でございますので、そのよ

うな申請でございます。 

 以上でございます。 

 

 ８番佐々木幸一郎委員、よろしいでしょうか。 

 

はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

 続きまして、報告事項７番、農地法第３条の規定による許可書の返戻につ

いて、報告事項８番、農地法第５条の規定による許可書の返戻について、既

に皆様には総会資料をお配りしておりますので、一読されたと思いますので、

先ほどの事務局長の開会宣言の中にもありましたように、美里町新型コロナ

ウイルス感染症対策本部の方針により、事務局の朗読は省略させていただき

ます。 

 なお、報告事項７番と報告事項８番について、一括扱いで不明な点があれ

ば再度説明をいたします。ございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 ないようですので、続きまして、議事に入ります。 

 第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可についてを議題と

いたします。 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 先ほどの各種報告事項についてと同様、事務局による朗読は省略し、委員

の皆様は総会資料はお目通しされたと思いますので、第１号議案について、

ただいまより審議に入ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第１号議案について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可については、全て

賛成ですので、原案どおり許可といたします。 

 

 続きまして、第２号議案、農用地利用集積計画書審議についてを議題とい

たします。 

 先ほどの第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可について

と同様、事務局による朗読は省略し、委員皆様は総会資料はお目通しされた

と思いますが、第２号議案について、番号２７５番と番号３００番を除いた

２４件について審議に入ります。質疑ありませんか。 

 

  （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第２号議案、農用地利用集積計画書審議について、賛成の方の挙手を求め

ます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 

 続きまして、議案番号２７５番について審議いたしますが、農業委員会等

に関する法律第３１条により、１５番邉見勝寿委員の退席を求めます。 
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議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

会長職務代理者 

 

会長職務代理者 

 

 

 

 

会長職務代理者 

 

 休憩します。（１３：４５） 

 

 再開いたします。（１３：４５） 

 

 休憩前に引き続き、議案番号２７５番について審議をいたします。質疑あ

りませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 議案番号２７５番について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 

 休憩します。（１３：４５） 

 

 再開いたします。（１３：４６） 

 

 続きまして、議案番号３００番について審議いたしますが、農業委員会等

に関する法律第３１条により、私、１６番伊藤が退席いたします。 

 

 休憩いたします。（１３：４６） 

 

 それでは、再開いたします。（１３：４７） 

 

 休憩前に引き続き、議案番号３００番について審議をいたします。質疑は

ございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 



 8 

 

 

 

 

会長職務代理者 

 

会長職務代理者 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

我妻卓美委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案番号３００番について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 

 休憩いたします。（１３：４７） 

 

 再開いたします。（１３：４７） 

 

 第２号議案、農用地利用集積計画書審議については、２６議案全て賛成で

すので、原案どおり許可とし、町長に報告をいたします。 

 

 続きまして、第３号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意

見決定についてを議題といたします。 

 先ほどの第２号議案、農用地利用集積計画書審議についてと同様、事務局

による朗読は省略し、委員皆様は総会資料はお目通しされたと思いますので、

１１月１２日に農地調査委員会において現地調査を実施しておりますので、

議案番号２２番から２５番までの４議案について、農地調査委員会の担当委

員より一括で調査結果についての報告をいただきます。 

 

 番号２２については、現地は●●地区の●●●●に位置しており、居宅の

建築が転用目的となります。農地区分は都市計画用途地域にあることから第

３種農地と判断いたしました。特に問題は見当たらず、許可相当と見てきま

した。 

 番号２３については、現地は●●地区の●●●に位置しております。転用

目的は居宅の建築です。農地区分はＪＲ●●●駅からおおむね３００メート

ル以内にあることから第３種農地と判断いたしました。特に問題は見当たら

ず、許可相当と見てきました。 

 番号２４については、現地は●●●地区の●●●に位置しております。転

用目的は居宅の建築です。農地区分は１０ヘクタール以上一団の農地の区域

内にある農地に該当することから第１種農地として判断いたしました。集落

に接続して設置され、所有者の住宅に該当しますので、特に問題は見当たら

ず、許可相当と見てきました。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

我妻卓美委員 

 

 

 番号２５について、現地は●●地区の●●●に位置しております。転用目

的は居宅の建築です。農地区分は都市計画用途地域にあるため第３種農地と

判断いたしました。特に問題は見当たらず、許可相当と見てきました。 

 以上であります。 

 

 ご苦労さまでした。 

 農地調査委員会の報告が終了いたしましたので、議案番号２２番から２５

番までの４議案について審議に入ります。質疑ありませんか。 

ございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第３号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定につい

て、議案番号２２番から２５番までの４議案について、賛成の方の挙手を求

めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 第３号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定につい

ては、原案どおり許可相当と意見を付し、宮城県知事に進達をいたします。 

 

 続きまして、第４号議案、農地転用事業計画変更承認申請についてを議題

といたします。 

 先ほどの第３号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決

定について同様、事務局による朗読は省略し、委員皆様は総会資料はお目通

しされたと思いますので、１１月１２日に農地調査委員会において現地調査

を実施しておりますので、議案番号３番と４番の２議案について、農地調査

委員会の担当委員より一括で調査結果についての報告をいただきます。 

 

 番号３については、現地は●●地区の●●●●に位置し、ＪＲ●●●地駅

からおおむね５００メートル以内にあることから、農地区分は第２種農地と

なります。令和元年第１２回総会において、転用期間の終期を令和元年１２
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議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

月３１日から令和２年１２月３１日までに計画変更しておりましたが、今回

は建物及び機械設備を縮小するための事業計画変更を行うようです。調査日

時点では、新工場となる建物はほぼ完成しており、工期内で完了できている

ことを確認してきました。建物及び機械設備の縮小についてはやむを得ない

ものであり、必要性、緊急性の面においても当初計画と同様であることから、

許可相当と見てきました。 

 番号４についても、番号３と同様に、農地区分は第２種農地となります。

当初計画は転用期間終期が令和２年１２月３１日のところ令和３年１月３１

日までに延長するために計画変更をするのですが、延長する理由も妥当なも

のであり、変更後の期間も３年以内となることから、一時転用の要件に該当

しますので、許可相当と見てきました。 

  以上です。 

 

 ご苦労さまでした。 

 農地調査委員会の報告が終了いたしましたので、議案番号３番と４番の２

議案について審議に入ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決をいたします。 

 第４号議案、農地転用事業計画変更承認申請について、議案番号３番と４

番の２議案について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 第４号議案、農地転用事業計画変更承認申請について、原案どおり許可相

当と意見を付し、宮城県知事に進達をいたします。 

 

 続きまして、第５号議案、農業委員会法改正５年後調査の実施についてを

議題といたします。 

 委員皆様は総会資料はお目通しされたと思いますが、事務局より概要説明

をお願いいたします。 
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事務局 

 

議長 

 

 

鈴木幸博委員 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 (第５号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。) 

 

 ただいま、事務局の説明が終わりましたが、この調査について質問はござ

いませんか。 

 

 １３番鈴木です。委員全員にこの調査票に丸を記入してもらい、集約した

後、全国農業会議所や宮城県農業会議への報告と併せ、来月総会でもいいの

で委員全員に報告すればいいと思います。 

 

 ただいま、１３番鈴木幸博委員から報告書の取り扱いについて提案があり

ましたが、事務局いかがですか。 

 

 今、１３番鈴木幸博委員から提案をいたたぎましたが、私から見ても、委

員皆さんに報告書に丸をつけていただき、事務局で集約して、それを全国農

業会議所と宮城県農業会議に報告をするというやり方がいいようです。全国

農業会議所には１２月２５日まで回答することになっておりますので、期限

は１２月１０日までとしたいと思います。 

 

ただいま、事務局から１３番鈴木幸博委員からの提案を参考に、１２月１

０日まで提出の上、集計しそれを全国農業会議所と宮城県農業会議に報告後

に来月総会で、皆さんに報告するという方向で、賛成の方の挙手をお願いし

ます。 

 

（委員全員の挙手を確認） 

 

全員賛成と認めます。 

 第４号議案、業委員会法改正５年後調査の実施について、事務局提案どお

りにしたいと思います。 

 

 ここで休憩いたします。（１４：０１） 

 

 再開いたします。（１４：０９） 

 

 続きまして、第６号議案、第２次美里町総合計画・総合戦略（案）に対す
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事務局 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

る意見についてを議題といたします。 

 美里町長より意見を求められていますが、委員の皆様は総会資料はお目通

しされたと思いますので、第５号議案同様、事務局より概要説明をお願いい

たします。 

 

 (第６号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。) 

 

 事務局の説明が終了いたしましたので、意見のある方は挙手の上発言をお

願いいたします。 

 中身の目標数値はほとんどが産業振興課です。農業委員会としてはこれに

ついて何か意見があるかどうかという部分でございます。 

  

 休憩いたします。（１４：１８） 

 

 再開いたします。（１４：２２） 

 

 それでは、第６号議案、第２次美里町総合計画・総合戦略（案）に対する

意見については、異議なしで回答をしたいと思います。よろしいですか。 

 

 （はいという声あり） 

 

 以上で議事を終了いたします。 
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議 事 録 署 名 

上記、第１１回定例総会の議事録に相違なきことを認め署名、捺印する。 

 

 

令和２年  月  日 

             会     長   

             署名委員 ３番   

             署名委員 ４番   

 


